
議案第６６号

木津川市山城町森林公園の指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、下記

のとおり木津川市山城町森林公園の指定管理者を指定するため、議会の議決を求める。

令和３年１１月２９日提出

木津川市長 河井 規子

記

１ 施設の名称及び所在地

名 称 木津川市山城町森林公園

所在地 京都府木津川市山城町神童子三上山地内

２ 指定管理者 木津川市山城町神童子三上山１番地

山城町森林組合

代表理事組合長 木村 浩三

３ 指定期間 令和４年４月１日～令和９年３月３１日



参考資料（議案第６６号）

木津川市山城町森林公園の指定管理者の指定について

１ 指定管理者の概要

（１） 団 体 名 山城町森林組合

（２） 代表者名 代表理事組合長 木村 浩三

（３） 所 在 地 木津川市山城町神童子三上山１番地

（４） 設立年月日 昭和３１年１０月１２日

（５） 出 資 金 ８０４，９００円

２ 選定理由

指定管理者を選定するにあたり公募を実施し、木津川市山城町森林公園指定管

理者選定委員会において、応募のあった団体から応募提案に関するプレゼンテー

ション、書類審査及びヒアリング審査を実施した。その結果、公平性の確保、サ

ービスの向上、施設の適正管理等、施設運営を十分に行うことができるとして、

山城町森林組合を選定した。

３ 指定管理者に行わせる業務

（１） 公園の使用の許可及び使用料の収受に関する業務

（２） 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

（３） 木津川市山城町森林公園条例（平成１９年木津川市条例第１６０号）第１

条の目的を達成するために必要な事業の企画及び実施に関する業務

（４） 市長の承認を受け、公園の休園日若しくは使用時間を変更し、又は臨時に

休園すること。

（５） 前各号に掲げるもののほか、公園の管理運営に関する事務のうち、市長の

みの権限に属する事務を除く業務


